
撮影申請者各位

三菱地所プロパティマネジメント株式会社

有楽町営業管理部

西新橋スクエア　撮影申請フロー

館内・敷地内での撮影にあたって当社への事前申請が必要です。

下記注意事項、フロー図をご参照の上、ご申請ください。

注意事項一般

✓撮影５営業日前（土日祝除く）までに申請をお願い致します。

✓撮影内容によってはお受けできかねる場合がございます。余裕をもった申請をお願い致します。

✓別添撮影規定をご確認の上、撮影申請をお願い致します。

✓ＨＰより撮影申請書をダウンロードください。

✓上記申請書ファイルに添付の撮影規定を確認の上、内容記載ください。

✓該当ビルHP下部に記載のメールアドレス宛に申請書を送付ください。

✓申請書とセットで撮影内容詳細のわかる企画書等を添付ください。

✓撮影５営業日前（土日祝除く）までにご提出願います。

✓申請内容に不備がある場合は希望日に作業実施できない可能性がござ

いますので余裕をもった申請を願います。

✓申請内容に不明点がある場合は、弊社より確認の連絡を致します。

✓有名人の来館等により混乱が予想される場合は必ず事前に内容説明を

お願い致します。

✓ご申請後、内容確認のため事務所にお越しいただく場合がございます。

✓当日撮影実施の際はご提出済みの申請書の原本をお持ちください。

✓撮影前にビル管理室で申請書を提示の上、作業を開始ください。

✓撮影終了後はビル管理室にて撮影終了の旨、お伝えください。

✓撮影内容が通行人に対して危険を及ぼすものと判断した場合は当日、

撮影を中止いただく可能性がございます。事前に内容を正確にお伝え頂く

ようにお願い致します。

申請書ご提出

撮影内容確認

当日撮影実施

撮影申請書記入


